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【研究要旨】 

本研究では、障害種別や障害福祉サービス体系別に限定した調査ではなく広範囲な実態調

査を行い、実際にサービスを受けている人の状態像を把握し、地域で暮らしが可能な障害者の

生活を支えるために、個々の意思を受け止めニーズを理解し、障害福祉サービスとそこに求め

られる機能を考察し、障害者の居住の在り方と必要とされる支援や支援のネットワーク作りに

ついて明らかにすることを目的に、平成 29 年度は４つの調査を行った。①重度障害者が入居

するグループホームのサービス提供の実態調査からは、重度障害者の住まいとしての GH の意

義、日中活動における支援、間接支援・環境への配慮の重要性等が明らかとなり、②スプリン

クラー設置（予定含む）状況調査（四次調査）からは、猶予期間である平成 30 年 3 月末が迫

っている時点で、全国の GH におけるスプリンクラー設置ないし予定の現状が明らかとなり、

③単身生活している障害者の実態ならびに支援のニーズに関する調査からは、グループホーム

や家族同居等から単身生活へ移行する際の課題が明らかとなり、④グループホームにおける利

用者の退所の実態に関する調査からは、グループホーム退所者の退所理由及び退所先等の実体

像が明らかになった。以上の結果から、住まいの在り方を中心とした、現段階での障害福祉サ

ービスの問題点を整理し、障害者総合支援法附則第３条の見直しにおける「新たな地域生活の展

開」へ向けての提言を行う。 
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のぞみの園研究部研究係 

信原和典  国立重度知的障害者総合施設

のぞみの園研究部研究係 
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のぞみの園研究部研究係 

岡田裕樹 国立重度知的障害者総合施設

のぞみの園研究部研究係 

 

A.研究目的 

 本研究では、1 年目となる平成 28 年度に、

障害種別や障害福祉サービス体系別に限定し

た調査ではなく、広範囲な実態調査を行った。

平成 29 年度（2 年次目）には実際にサービス

を受けている人の状態像を把握し、地域で暮ら

しが可能な障害者の生活を支えるために、個々

の意思を受け止めニーズを理解し、障害福祉サ

ービスとそこに求められる機能を考察する本

研究により、地域で生活を希望し、それが可能

な障害者の状態像を明らかにすると同時に、新

たに障害福祉サービスが必要になると想定さ

れる対象者像も明らかにし、長期的なケアマネ

ジメントの視点から、必要とされる障害福祉サ

ービスと各障害福祉サービスに求められる機

能が明確になるものと考えられる。そして、こ

の結果から、障害者総合支援法附則第３条の見

直しにおける「新たな地域生活の展開」へ向け

ての提言を行う。 

具体的には、実際にサービスを受けている人

の状態像を把握し、地域で暮らしが可能な障害者

の生活を支えるために、個々の意思を受け止めニ

ーズを理解し、障害福祉サービスとそこに求めら

れる機能を考察し、今後の障害福祉サービスに求

められる機能を明らかにすることを目的に、以下

の４つの調査・研究を行う。 

 

①グループホームを利用している障害者支

援区分５、６の重度障害者を対象に、必要と

するサービス量及びニーズを、利用者に直

接関わった時間を項目ごとに記録するタイ

ムスタディ調査を実施する。 

②平成 30年 3月末で猶予期間が切れるグル

ープホームにおけるスプリンクラー設置状

況（半年前の見込み）について、昨年度に引

き続き追調査を実施する。 

③グループホームや家族同居等から単身生

活へ移行する際の課題を明らかにすること

を目的に、グループホーム利用者ならびに

単身生活者の生活状況や状態像等について

ヒアリング調査を実施する。 

④全国のグループホームを運営する事業所

を対象に、退所動機、退所理由、退所後の住

居等、グループホーム退所者の実態像を把

握する調査を実施する。 

 

以上、障害者の居住の在り方と必要とされる

支援と拠点づくりに関する複数の実態調査と

それを踏まえた提案により、今後の障害福祉施

策の推進に資すると考えられる。 

 

B.研究方法 

平成 29 年度は、大きく以下の４つの研究を

実施した。 

 

1) 重度障害者が入居するグループホーム

のサービス提供の実態調査 

■調査対象：9事業所、対象利用者 53名      

■調査時期：平成 29 年 10 月 24 日～平

成 30年 1月 22日                                                

■調査方法：簡易式タイムスタディ調査                                                                                             

○支援者が、グループホーム利用者に直

接関わった時間と関わった内容を記入（

平日及び休日の各１日（24時間）につい

て、１時間おきに関わった内容を調査票

に記載し、当該記載の支援内容をコード

化して集計分析）                                                                                           

○調査票記載時に、実際に関わった内容

を記録するほか、本来は関わるべきであ

ったができなかった支援内容について

時間帯ごとに自由に記述、結果を大枠化

して集計                                                                                          

■調査内容：グループホームにおいて個

々の利用者に提供されているサービス

内容と各サービス提供の時間（分）、様々

な要因により個々の場面において提供

が困難であったサービス内容とその理

由（自由記述） 

2) スプリンクラー設置（予定含む）状況調

査（四次調査） 
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■調査対象：GH運営を行っている 7,885

事業所（悉皆） 

■調査期間：平成 29年 9月～10月 

■調査方法：郵送調査（平成 28年度調査

と一括報告：一次～四次） 

■調査内容：①事業所で運営しているホ

ーム数、②ホームの類型（賃貸・集合住

宅等）、③各ホームの利用者数、④６項ロ

該当有無、④スプリンクラー設置・予定

状況、⑤設置未定等の理由 等 

3) 単身生活している障害者の実態ならび

に支援のニーズに関する調査 

■調査対象：特例子会社（４社）に勤務

する障害者（主に、知的障害、精神障害

がある者）          

■調査期間：平成 29年 11月～12月           

■調査方法：訪問によるヒアリング調査                                                                    

■調査内容：基本情報、仕事、住まい、

余暇、相談者、将来の生活の希望、お金

、健康 等 

4) グループホームにおける利用者の退所

の実態に関する調査 

■調査対象：平成 28年度に実施した「グ

ループホームにおけるスプリンクラー

設置（予定含む）状況調査」の送付先を

精査した 6,603事業所              

■調査期間：平成 29 年８月４日～８月

21日                                                              

■調査方法：郵送方式によるアンケート

調査                                                                                  

■調査内容：平成 29年 8月 1日現在で

のグループホーム利用者の定員数と現

員数、取得手帳、障害支援区分、年齢 

・平成 28年度１年間での退所者数、退

所後の居住の場、退所を相談した人、

退所の動機、退所の理由 

 

C.研究結果 

1) 重度障害者が入居するグループホーム

のサービス提供の実態調査：支援の提供

時間では、全事業所で 1時間あたり 80分

を超える支援を提供。休日・平日とも 1

時間あたり 200分前後、少なくとも 3人

以上のスタッフにより支援している事

業所もある。重度障害者を支援する事業

所においては、少なくとも 2-3名の支援

スタッフが必要と考えられる。支援領域

別の提供時間では、支援の内容 5領域別

の提供時間は、合計では休日・平日によ

る大きな差異は認められない。支援の提

供時間及び内容では、支援の必要度が高

くなるほど直接支援比率が高まり、結果

的に支援時間が短くなる。間接支援比率

では、支援の必要度が高いほど比率が低

くなる。障害支援区分との関連では、休

日では区分 6を除き区分が高くなるほど

支援時間が減少し、平日では緩やかな相

関が認められる。間接支援比率では、区

分が低いほど比率が高い傾向が見られ

た。 

 

2) スプリンクラー設置（予定含む）状況調

査（四次調査）：昨年度実施した「グルー

プホームスプリンクラー設置実態・予定

調査」一次～三次調査で、平成 30年 3月

末までにスプリンクラー設置予定ない

し設置の方針が未定のホームがある 672

事業所に、平成 29年 9月 28日から平成

29 年 10 月 20 日にかけてアンケート調

査を実施し、515事業所（回収率 77.7％

）よりデータを得た。経過措置が終了す

る半年前時点で、スプリンクラー設置が

行われていないのは、423 棟であり（回

答ホーム数の 19.8％）、そのうち設置予

定 284棟、設置不要の理由ありが 125棟

であり、方針未定は 14 棟（10 事業所）

だけであり、その理由は費用負担できな

い等の経済理由 8棟、方針が決まらない

5 棟、設置基準緩和申請中が 1 棟という

状況であった。 

3) 単身生活している障害者の実態ならび

に支援のニーズに関する調査：調査対象

者 8人のうち、性別は全員男性、平均年

齢は 38.8歳、障害者手帳種別は療育 5人

、精神 3人であった。全員が週 5日勤務

しており、経済状況では 7人が給与に加

えて障害基礎年金を受けていた。現在の

住まいは、グループホームが 6人、単身
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（アパート）が 2人であり、「いまの生活

の継続の希望」の問いに対し、全員が継

続を希望していた。「いまの生活での困

りごと」の問いに対し、6 人が「ある」

と回答し、具体的には「隣の部屋がうる

さい」「部屋の片付け、家事」「グループ

ホームの世話人とのやりとり」等であっ

た。「いまの生活を続けるために手伝っ

てほしいこと」の問いに対し、4 人が「

ある」と回答し、具体的には「お金のや

りくり」「相談に乗ってもらいたい」「爪

を切ってもらいたい」等であった。相談

できる人や場所の有無の問いに対し、全

員が「ある」と回答し、具体的には「両

親」「家族」「グループホームの世話人」

「就労支援センター」等であった。「これ

からの生活での不安や心配の有無」の問

いに対し、5 人が「ある」と回答し、具

体的には「両親が高齢で病気が心配」「両

親が亡くなった後の生活」「料理やお金

の管理」「年金や給料などお金のこと」「

お金の管理」等であった。 

4) グループホームにおける利用者の退所

の実態に関する調査：3,586 事業所（回

収率 54.3％）から返信があり、5,747人

分のデータを得ることができた。平成 28

年 4 月から平成 29 年３月までの 1 年間

に退所された人は 3,782人（グループホ

ーム利用者の 6.5％）で、グループホー

ム退所の理由として、死亡による退所者

は 295人（7.8％）、転居等による退所者

は 3,487人（92.2％）であった。死亡に

よる退所者の平均年齢は 58.6 歳（中央

値 61.0）と高齢者であることが窺える。

年齢の分布をみてみると、40歳代が 772

人(20.4％)と最も多く、次いで 20 歳代

が 669人(17.7％)、50歳代が 661人(17.5

％)、介護保険の対象となる 65歳以上は

631 人(16.7％)と 2 割弱であった。また

、障害支援区分を見てみると、区分２が

823 人(21.8％)と最も多く、次いで区分

３が 801人(21.2％)、区分なしが 799人

(21.12％)であった。年齢と障害支援区

分をクロス集計してみると、20歳代で区

分 2が 183人（4.8％）と最も多く、次い

で 40 歳代で区分３が 181 人（4.8％）、

40 歳代で区分なしが 178 人（4.7％）で

あった。 

 

D.考察 

1) 重度障害者が入居するグループホーム

のサービス提供の実態調査：●重度障害

者の住まいとしての GH の意義：個々の

利用者の特性に応じ適切な職種により

支援が行われるならば、障害の程度や年

齢に関わらず GH を住まいの場とした日

中生活及び社会生活は可能。特に、医療

的ケアの機能を備えた GH の展開は、高

齢化・重度化への備えとしてより積極的

な役割を果たすべき。 

●日中活動における支援との連携：強度

行動障害のある知的障害者は、行動面・

活動面に対する細やかな配慮が求めら

れ、GHの住まいの場としての役割だけで

は十分ではない。日中支援の事業所や相

談支援事業所との連携が重要。 

●間接支援（見守り・声かけ等）・環境へ

の配慮の重要性：身体機能面の障害に対

しては、支援の必要に対しては直接的な

支援が必要であるのに対し、行動上の問

題については見守りや声かけ等を行う

ことでその発生「頻度」を減少させるこ

とが可能であることを示唆しており、特

に行動上の問題については、当該行動が

生じた際の対症療法的な支援以上に間

接的な支援が重要である。 

●人員の確保：自由記述「支援を十分に

行うことが困難であった場面等」から、

高齢利用者中心の⑦事業所以外では、「

見守り」に関する記述が大半を占めてお

り、支援の現場ではこれら間接的な支援

の必要性が認識されていることをうか

がわせるとともに、GH利用者の生活の質

を保障していく上でも人員の確保、特に

朝及び夕方における人員の確保が必要

であると思われる。 

2) プリンクラー設置（予定含む）状況調査

（四次調査）：平成 30年 3月までに、一
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定の条件に合致する既設のグループホ

ームも、スプリンクラー設置が義務付け

られている。本研究では、全国悉皆調査

により、この経過措置終了時点に、スプ

リンクラーの設置の見込みが無いグル

ープホームが９カ所と、非常に少数であ

ることが明らかになった。  

3) 単身生活している障害者の実態ならび

に支援のニーズに関する調査：●対象者

全員が、現在の住まい、日中の仕事いず

れも安定しており、全員がいまの生活を

つづけることを希望している。日中安定

して就労ができ、社会での適応力がある

人は、GH等の集団生活にも適応して継続

ができていると推察される。 

●グループホーム入居者全員が「いまの

生活をつづけたい」という回答であり、

全体的に変化は望まない傾向があった。

一方、「将来だれと住みたいか」の問いに

対して、 「一人で静かにすごしたい」「

隣の音が聞こえないところがいい」「結

婚したい」などの潜在的なニーズがある

ことがうかがえ、個々のニーズを把握し

、将来希望する生活に現実的に近づけて

いく支援を行うことが求められる。 

●自立度が高いと思われる軽度の知的

障害者や精神障害者であっても、単身者

、グループホーム入居者ともにいまの生

活、将来の生活に不安を抱えており、具

体的には「身のまわりのことができるか

どうか（親なきあと）」、「お金のこと（収

入、自己管理）」が多い。 

●相談できる人、機関を全員が持ってお

り、日常的に相談できる機会が保障され

、生活の困りごとや不安を解消できてい

ることで、生活が安定していることがう

かがえる。地域の相談支援事業所や就労

先、日中支援事業所、グループホームな

ど、地域で連携して支援をする体制の構

築が重要であることがうかがえる。 

4) グループホームにおける利用者の退所

の実態に関する調査：●グループホーム

退所の実態を見てみると、利用者の多く

は継続利用だが、毎年一定数の退所者が

存在していると推測される。 

●そのグループホーム退所者を類型化

すると、①ステップアップ型、②身体・

医療的ケア型、③集団生活不適応型、④

自宅可逆型が挙げられ、これに死亡退所

を加え５類型に分けることができる。ま

た、転居者の居住先は、全体では自宅同

居、自宅単身、他グループホーム、入所

施設、病院等への移行が、ほぼ同率で多

くなっているが、類型別に見てみると、

類型毎に特化した退所先があると推測

される。 

●グループホーム利用者には、継続利用

が望まれるにもかかわらず、支援が伴わ

ずにグループホームを退所してしまう

退所者等が一定数存在することが推測

される。この結果より、多様なニーズに

応えられるグループホームの整備を進

めていくとともに、退所理由に応じて自

立生活援助事業所等との連携した支援

を続けることができる環境の整備が、今

後のグループホームに求められる機能

の重要な課題といえるだろう。 
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